
 
 
 
 
 

 
 

Ⅴ 健康危機管理関係・ 
青森県口腔保健支援 
センター関係業務 

 
 
 



 

１ 健康危機管理 

 

  食中毒、毒物・劇物、飲料水、医薬品、感染症その他何らかの原因により発生する県民の健康、

生命の安全を脅かす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合は、関係法令並びに「青森県危

機管理指針」に従って対応する。 

  なお、個別マニュアル等において別途、健康危機管理体制や初動対応等を定めている場合は、

当該個別マニュアル等の規定に従うこととしている。 

 

 （１）健康危機管理に係る組織 

  ア 地域健康福祉部内対策会議 

    健康福祉部長から設置の指示があった場合、又はその所管する区域内で健康危機が発生し、

健康被害の規模その他の状況により健康危機に係る応急対策を検討する必要があると認めた場

合、保健総室長が設置する。 

  イ 現地危機対策本部 

    危機対策本部が設置され、本部長(知事)が必要と認めた場合、現地に設置される。 

 

 （２）健康危機管理に係る組織図 

     

   【健康危機発生時】 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【危機対策本部設置時】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携協力等必要

に応じて健康福

祉部長が主催 

 

 
 

議 長：健康福祉部長 

副議長：健康福祉部次長 

委 員：部内各課長 

 

議 長：健康福祉部長 

副議長：健康福祉部次長 

委 員：各部局主管課長等 

 

 

議 長：保健総室長 

委 員：議長が決定 

 

本  部  長：知事 

副 本 部 長：副知事 

危機管理監：危機管理局長 

危機事案対策部長：健康福祉部長 

本  部  員：本庁各部局長等 

 

 

健康危機管理対策会議 

 

現地本部長：地域県民局長 

副 本 部 長：保健総室長 

本  部  員：現地本部長が決定 

 

地域健康福祉部内対策会議 

連絡調整 
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必要に応じて 
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- 84 - 



 
２ 青森県口腔保健支援センター 
 
（１）センター業務開始の経緯 
   平成23年８月10日に公布及び施行された「歯科口腔保健の推進に関する法律」第15条により、

都道府県、保健所を設置する市及び特別区が口腔保健支援センターを設置できることになったこと

を受け、平成26年４月１日に東地方保健所が青森県口腔保健支援センター業務を開始した。 

 
（２）センターの業務 
   同法第７条から第 11 条までに規定する施策の実施のため、歯科医療等業務に従事する者等に対

する情報の提供、研修の実施、その他の支援を行う。 
 
（３）令和元年度の業務実施状況 

   以下の表のとおり。 

 

事業等 内   容 

①歯周病等予防キャ

ンペーン 

 ○センターオリジナルポスターの作製（Ａ２判2,500枚） 

テーマ：「半年に１回は歯の定期健診を受けましょう」 

配布先： 県内市町村、県内保健所、県内教育機関（小・中・高・特別 

     支援学校・大学・専門学校等）、県内歯科診療所、県歯科医 

師会、県歯科衛生士会他 

②フッ化物歯面塗布

推進事業 

〇十和田市（平成 30 年度にフッ化物歯面塗布が未導入の自治体）の認定こ

ども園・保育園５園の園児、職員等に歯科保健指導を実施し、うち保護者

が希望する園児に歯科衛生士がフッ化物歯面塗布を実施 

 
 

市町村 園数 歯科保健指導数 
歯科保健指導数のうち 

フッ化物歯面塗布を受けた数 

十和田市 ５園 289名 269名 

③訪問歯科保健指導

事業 

○訪問歯科保健指導対応状況（27件） 

学校関係：９件 

各種団体：９件 

事 業 所：９件 

④相談業務 ○歯と口の健康に関する健康相談等を随時センター内において実施 
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⑤青森県口腔保健支

援センター運営委員

会 

【令和元年度 第１回運営委員会】 

開催日時：令和元年９月30日（月） 

開催場所：ラ・プラス青い森（青森市） 

出 席 者：委員７名、事務局５名、本庁２名 

議  題：報告事項「令和元年度の事業進捗状況と予定について」 

協議事項「令和２年度の事業実施予定について」 

 

【令和元年度 第２回運営委員会】 

開催日時：令和２年２月21日（金） 

開催場所：ラ・プラス青い森（青森市） 

出 席 者：委員７名、事務局８名、 

議  題：報告事項「令和元年度の事業実績報告について」 

「令和２年度の事業実施計画について」 

協議事項「青森県口腔保健支援センターの活動実績を踏まえた

今後の方針について」 

⑥市町村の歯科口腔

保健の推進に関する

支援 

○青森県口腔保健支援センターの市町村支援の一環として、市町村の担当者

から歯科対策の現状について聞き取りを行い、歯科口腔保健施策について

歯科専門職の立場から助言を行う支援業務 

【市町村・実施日】 

十和田市：令和元年10月４日（金） 

六 戸 町：令和元年10月７日（月） 

三 戸 町：令和元年10月29日（火） 

⑦多職種連携による

食育推進事業 

 

○「食育と歯科保健」に関する教育媒体の作製（児童対象） 

第１回検討会：令和元年６月17日（月） 

（年間計画表に基づく教育媒体作製の進め方について） 

第２回検討会：令和元年８月５日（月） 

（教育媒体作製について） 

第３回検討会：令和元年12月 18日（水） 

（教育媒体作製、仕様書等について）  

事 前 授 業：令和２年１月20日（月）青森市立荒川小学校 

（教育媒体完成に向けた事前授業の実施） 

第４回検討会：令和２年１月30日（木） 

（教育媒体の最終確認と仕様書、配布等について） 

 

【教育媒体について】 

教育媒体は、学校における歯・口の保健学習や健康教育を通して、子

どもが自らの生活を見直し、主体的に生活態度や習慣を身に付け、実践

することを目的として作製。学校関係者や保健医療関係者等の各種研

修会等で活用が可能である。 
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⑧幼児間食摂取状況

等調査及び各市町村

における歯と口の健

康づくりに関する取

組状況調査 

○県内市町村に調査を依頼、回収された調査票を集計・分析した結果を市町

村へ送付・還元した。 

⑨その他事業 

【歯と口の健康週間（令和元年６月４日～６月10日）のイベント】 

令和元年６月２日（日）イトーヨーカドー青森店 

「親と子のよい歯のコンクール」（東地方保健所事業） 

管内町村から推薦された親子22組のうち６組が出席し、第１位に選出さ

れた平内町の親子が県の第２次審査で「優良賞」となった。 

 

【シニアフェスティバル】（歯と口の健康の普及啓発と支援） 

令和元年９月14日（土）県民福祉プラザ 

歯科相談コーナー、歯みがき指導等を実施 

 

【平内町健康展】（歯と口の健康の普及啓発と支援） 

10月 26日（土）平内町武道館 

歯科相談コーナーと歯科保健指導等を実施 

 

【医療法25条に基づく院内感染防止対策研修会】（青森県保険医協会より

講師依頼） 

令和２年２月28日（金）八戸ポータルミュージアム「はっち」 

テーマ：「歯科医療における安全管理・院内感染対策研修会」 

参加者：八戸地域の歯科医療機関に従事する歯科医師50名  

 

【イベント等打合せ会議】 

・令和元年５月15日（水）青森県歯科医師会館 

「歯と口の健康週間イベント」合同打合せ会に出席 

・令和元年７月１日（月）、９月５日（木）県民福祉プラザ 

「第21回あおもりシニア フェスティバル」主管・協力団体会議に出席 

 

【東地方保健所「8020モニタリング」の集計・分析・報告】 

令和２年３月下旬（作業期間） 

管内４町村の地域住民の現在歯数、年齢、性別等を把握するため、４町

村のデータをセンター職員が集計・分析後、報告書を作成し、４町村に

提供した。 
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